
R T A 認定講座お申し込みの方へ 
 
R T A認定講座お申し込みご希望の方は、「R T A認定講座受講規約」をお読みいただき、担当の講師に
「R T A認定講座受講申込書」に必要事項をご記入の上を提出してください。受講申込書を提出した時点
で「RTA認定講座受講規約」に同意したことになります。 
（受講契約をする方は、以下の説明を講師から必ず受け、確認後ボックスに「✔」を記してください。） 

□ 受講料金・お支払い方法に関して 
各講座の受講料金は「R T A 認定講座受講申込書」に記載の通りです。お支払い方法、期日は担当講師の
指示に従ってください。 

□ 受講登録を行ってください 
受講申し込み時に、申込者がQRコード、または以下の専用ページよりR T A 本部に 
受講登録を行ってください。  https://therapist-i.co.jp/rtastart/ 
受講登録後に受講者に８桁の I D が発行されますので大事に控えてください。 

□ 受講期間・受講のキャンセル・日程変更について 
受講期間は契約後原則2年間です。また、予定していた日の受講キャンセル、日程変更をご希望の場合は、
レッスンスタートの２時間前までに担当講師に連絡してください。レッスン予定時間の 2 時間前までにご
連絡いただかない場合、または無断キャンセルの場合は、1時間あたりの受講料金×５０%のキャンセル料
金が発生します。 

□ 【重要】受講履修カードについて 
受講契約後、受講規約第７条に基づき、担当講師より受講履修カードを必ず受領してください。受講者は、
講師の指示に従って、受講履修カードに「受講日」、「時間帯」、「進捗状況」を記入した上で、「受講生サイ
ン」欄にサインをし、受講期間中大切に保管してください。 

□ 退学・転校に関して 
受講生は担当講師との契約後、退学（契約解除）、または他認定講師の元へ転校することも可能です。転校
をお考えの場合、以下の窓口または、R T A L I N E 公式アカウントから事務局にご相談ください。 
https://www.npo-rta.org/contact/ 

□ 受講料金の返金に関して 
途中退学の場合、未受講分の受講料金を返金いたします。未受講分の受講料金の算出は、受講履修カード
の進捗をもとに算出します。 

□ 受講が終わったら「R T A 認定講師アセスメント」を実施 
担当講師の元で受講が修了したら、以下からR T A 認定講師アセスメント制度により「講師の講評」を行
ってください。  https://www.therapist-i.co.jp/rtaentry/assessment/ 

□ RTA統一認定試験の受験について 
一般社団法人日本セラピスト検定機構が開催するR T A 統一認定試験の受験料金は、受講料金には含まれ
ておりません。受験の費用は別途３３０００円/1科目です。 

□ R T A 入会と合格後の活動について 
合格後、合格科目の教室活動、スクール活動を行う場合、RTAに加入し、RTA認定講師グリーンライセン
スを取得し、取得後 2 年以内にゴールドライセンス（またはホワイトライセンス）を取得する必要があり
ます。RTAへの入会金は５０００円、年会費は１５００円/1月です。ライセンスの取得費用は２７５００
円（グリーンライセンスの有効期限は 2 年間）です。ライセンス制度の詳細は、受講契約時に担当講師か
ら必ず説明を受けてください。 
※R T A 加入、ライセンス取得等の詳細は、「R T A 各種ガイドライン」のページを参照してください。 
https://rtanews.online/rtaguideline/ 
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○転校費用は、原則、転校元講師で取り交わされた受講申込書、受講履修カードに基づき、転校元講師・転校先講師・受講生３者で協議の上金額を決定し、転校先講師に支払う受講料金、残りの
授業時間を記載すること。受講期間は、原則、転校元での受講スタート日から起算すること。

転校費用（コース： ） 時間

¥15,117

¥22,579
¥19,067
¥11,220
¥13,420

¥16,628
¥16,628

15時間

ベビグラファー ¥90,700 ¥99,770 6時間 ¥15,117
¥12,200

申込日： 年 月 日

受講期間 年 月 日　～ 年 月 日

14時間
14時間¥170,800

申
込
者
!

甲
"

LINEID

〒 ー
住所

¥20,526
¥17,333

RTA受講登録の申込

※ＲＴＡ認定講座へのお申し込みには、
ＲＴＡ受講登録が必要です。

印

女　・　男　・　その他

ファーストサイン ¥10,200

所定授業時間

RTA認定講座　受講申込書

○受講期間は受講契約が契約が締結された日から2年間です。受講契約はRTA認定講座受講規約第１条の条件を満たしたときに成立します。

振込先金融機関情報お支払い方法

甲は、以下の通りRTA認定講座に申し込みします。

年 月 日

ニューボーンフォト

受講講座
（申し込みコースにチェクを入れてください）

¥390,000
¥260,000
¥142,800

ベビーマッサージベーシック
ベビーマッサージアドバンス

1時間あたりの受講料
（消費税別　/　消費税込）

（この受講申込書に、必ず「RTA認定講座受講規約①②」の2枚を添付してホチキス留めしてください）

※申込者記入欄

※RTA認定講師記入欄

¥157,080
¥187,880

¥99,770

受講料金
（消費税別　/  消費税込）

□ クレジットカード　□その他キャッシュレス決済等

□ 現金一括（□現金持参　□現金振り込み）

お支払い期日（ 年 月 日）

備考欄

R
T
A
認
定
講
師
!

乙
"

印
RTA指定スクール屋号

住所
〒 ー

乙は甲に対して、控えを交付すること

○クレジットカード決済、キャッシュレス決済は、乙が個別に決済サービスを導入している場合に限ります。

受付日： 年 月 日

LINEID

ファーストトーク

スタジオフォトグラファー ¥100,000 ¥110,000 6時間 ¥16,667 ¥18,333

￥お支払い合計金額
その他( )

¥429,000
¥286,000

¥90,700 6時間

（ver.250901）

有 ・ 無



このＲＴＡ認定講座受講規約（以下「本規約」といいます）は、特定
非営利活動法人ロイヤルセラピスト協会（以下「ＲＴＡ」といいます）
の認定を受け、ＲＴＡ認定講師（以下に本講座を受け持つ RTA認定
講師名を必ず記載すること）

（以下、「講師」といいます）が主催、運営するすべてのＲＴＡ認定講
座（以下「本講座」といいます）に関する権利義務を定めるものです。
本講座の受講を希望される方は、本規約の内容をよく読み、十分理解
したうえで本規約に同意の上お申し込みください。本規約に同意しな
い場合、本講座にお申込みいただくことはできません。本講座にお申
し込みいただいた時点で本規約に同意したものとみなされます。

第１条（受講契約の成立）
１	本講座の受講契約（以下「受講契約」といいます）は、次に掲げ	
	 る条件を満たした場合に、講師と本講座に申込みをしたお客様	（以	
	 下「申込者」といいます）との間で成立します（受講契約が成立	
	 し、その当事者となった申込者を以下「受講者」といいます）。
	 ①申込者が、RTA指定の「RTA認定講座　受講申込書」を講師に	
	 	 提出し、講師が、申込者による申込みを承諾したこと。
	 ②申込者が、ＲＴＡ受講登録（https://therapist-i.co.jp/rtastart）	
	 	 の申込手続をしたこと
	 ③申込者が、支払期限までに本講座の受講料（以下「受講料」と	
	 	 いいます）を支払ったこと
	 ④申込者が、未成年者である場合、親権者その他の法定代理人の	
	 	 同意を得ていること
	 ⑤申込者が、暴力団員、暴力団準構成員、これらと密接な関係を	
	 	 有する者、その他の反社会的勢力でないこと
２	後に前項に定める条件を満たさないことが判明した場合、講師は、	
	 前項の申込みの承諾を取り消すことができます。
３	申込者は、第１項の条件を満たさず受講契約が成立しなかった場	
	 合又は前項の規定により申込の承諾を取り消された場合、第１３	
	 条の規定に従い、支払済みの受講料の返金を受けることができま	
	 す。

第２条（受講料・諸費用）
１	受講料は、ＲＴＡが定める講座ごとの料金表によります。なお、	
	 本講座の受講料には一般社団法人日本セラピスト検定機構が実施	
	 するＲＴＡ統一認定試験の受験料は含まれていません。
２	本講座を受講する際に発生する交通費・宿泊費等の諸費用は、	 原	
	 則として、全て受講者の負担となります。

第３条（受講料の支払い方法）
申込者は、前条の受講料・諸費用について、講師が指定する支払期日
までに講師の指定する方法により支払うものとします。

第４条（ロイヤルセラピスト協会認定講師規約等の遵守）
講師は、ロイヤルセラピスト協会賛助会員規約、または、ロイヤルセ
ラピスト協会正会員規約及びロイヤルセラピスト協会認定講師規約を
遵守し、誠実に本講座を主催、運営するものとします。

第５条（権利帰属）
１	受講者に提供されるテキスト、その他、本講座に関するあらゆる	
	 資料・情報（以下「本教材等」といいます）に関する著作権、そ	
	 の他一切の権利はＲＴＡに帰属します。
２	受講者は、ＲＴＡの事前の書面に依る承諾なく、本講座を受講す	
	 る目的以外の目的で本教材等を使用してはならず、かつ、本教材	
	 等を複製、改変、翻訳、譲渡、貸与、頒布、公衆送信等してはな	
	 りません。

第６条（授業形態）
１	授業の形態は、原則として、講師が指定する場所で、１名のＲＴ	
	 Ａ認定講師が１名の受講者に対して対面で授業を行います。なお、	

	 講師と受講者との合意により、例外的に、講師が指定する場所と	
	 は異なる場所での授業、１名のＲＴＡ認定講師が複数の受講者に	
	 対して行う授業及びＺＯＯＭ等を用いたオンライン授業等を行う	
	 ことができるものとします。
２	授業の日程は、講師と受講者との間であらかじめ協議して決定す	
	 るものとします。

第７条（受講履修カード）
１	講師は、受講契約の締結後、受講者に対し、延滞なく、RTA指	定	
	 の受講履修カードを交付するものとし、受講生は、受講期間中、	
	 講師から交付を受けた受講履修カードを自己の責任をもって保管	
	 するものとします。
２	講師は、授業終了後、同日に行った授業の内容に応じ、受講生に	
	 対し、受講履修カードの「受講日」、「時間帯」、「進捗状況」欄へ	
	 の記載事項を伝え、記入するよう指示するものとします。
３	受講者は、前項の指示に従って受講履修カードに「受講日」、「時	
	 間帯」、「進捗状況」を記入した上で、「受講生サイン」欄にサイン	
	 するものとします。
４	講師は、受講生が前項のサインをした後、「担当講師サイン」欄に	
	 サインするものとします。ただし、ＺＯＯＭ等を用い たオンライ	
	 ン授業等を行った場合には、「担当講師サイン」を省略することが	
	 できるものとします。
５	第１１条２項、第１２条４項、第１３条１項に規定する「既受講	
	 分の受講料」の算定にあたっては、受講履修カードの「進捗状況」	
	 欄の記載（ただし、「受講生サイン」欄に受講生のサインがある場	
	 合に限る）を基準に「既受講」か否かの判断をするものとします。	
	 講師が、受講者に対し、受講履修カードを交付しなかった場合、	
	 講師は、受講生に対し、自らが授業を行ったことを主張できない	
	 ものとします。
６	受講生は、受講履修カードを紛失した場合、講師に対し、再発行	
	 を求めることができるものとします。この場合、受講生は、再発	
	 行された受講履修カードに紛失前の受講カードに記載されていた	
	 事項と同一内容を記載するものとし、講師は、当該受講生に対し	
	 て、紛失前の受講カードに記載されていた事項と同一内容を記載	
	 するよう求めることができるものとします。

第８条（授業のキャンセル・日程変更等）
１	受講者は、やむを得ない理由により予定された授業に出席できな	
	 い場合、当該授業の開始時間の２時間前までに、講師に対して、	
	 当該授業のキャンセル又は日程変更の意思表示（以下「キャンセ	
	 ル等の意思表示」といいます）をすることにより、当該授業を		
	 キャンセルし又は日程の変更をすることができます。
２	受講者が当該授業の開始時間の２時間前以降にキャンセル等の意	
	 思表示をした場合又は意思表示をせずに欠席した場合、受講者は、	
	 講師に対し、キャンセル料として１時間あたりの受講料の５０％	
	 の金額（消費税別）を支払うものとします。

第９条（ＲＴＡ統一認定試験の受験資格の取得等）
１	本講座のすべての課程を修了した上、所定の要件を満たした受講	
	 者のみ一般社団法人日本セラピスト検定機構が実施するＲＴＡ統	
	 一認定試験の受験資格を得ることができます。
２	受講者は、ＲＴＡ統一認定試験のＷＥＢ試験後、実技試験の実施	
	 前までに、講師アセスメント制度（http://www.therapist-i.co.jp/	
	 jcatassessment）により講師の講評を行うものとします。

第１０条（補講）
１	受講者は、次に掲げる場合には、補講を受けることができます。
	 ①受講者の学習の進度が思わしくないなどの理由により講師から	
	 	 補講について提案を受け、受講者がこれに承諾した場合
	 ②受講者が自ら補習を希望する場合
２	受講者が補講を受ける場合、講師に対し、補講時間に応じた補講	
	 料（１時間あたりの受講料 ×補講時間）を支払うものとします。

第１１条（退学）
１	受講者は、次に掲げる場合、退学を希望する旨の書面を講師に提	
	 出することにより、退学することができます。この場合、受講者	
	 は、理由の如何を問わず、郵送又は持参により、講師から受領し	

RTA認定講師名：

RTA認定講座受講規約

RTA認定講座受講規約①



	 た本教材等（使用済みのもを含む）を速やかに講師に返却するも	
	 のとします。なお受講者が郵送にて返却する場合の送料は、受講	
	 者が負担するものとします。
	 ①受講者自らが退学を希望する場合
	 ②講師がＲＴＡ認定講師ライセンスを喪失した場合であって、	 受	
	 	 講者が退学を希望する場合
２	第１項２号により退学する場合、講師は、受講者に対し、交付済	
	 みの本教材等がすべて返却されることを条件として、受領済みの	
	 受講料から既受講分の受講料を控除した額（以下、併せて「ライ	
	 センス喪失に伴う退学費用」といいます）を返金するものとします。
３	本教材等の返却があったにもかかわらず、講師が前項の返金に応	
	 じない場合、受講生は、ＲＴＡ対し、退学に伴う費用の立替払い	
	 を求めることができるものとします。

第１２条（転校）
１	受講者は、次に掲げる場合には、別のＲＴＡ認定講師の元に転校	
	 することができます。講師および受講者は、受講者が転校する場	
	 合、ＲＴＡに対して事前にその旨報告するものとします。
	 ①受講者自らが転校を希望する場合
	 ②講師がＲＴＡ認定講師ライセンスを喪失した場合であって、受	
	 	 講者が転校を希望する場合
２	受講者は、転校を希望する場合、ＲＴＡに対して他のＲＴＡ認定	
	 講師を紹介するよう求めることができるものとします。
３	第１項１号の理由により転校する場合、転校に要する費用等の負	
	 担については、講師、受講者および転校先のＲＴＡ認定講師間で	
	 協議の上決定するものとします。
４	第１項２号の理由により転校する場合、講師は、受講者が転校先	
	 のＲＴＡ認定講師に対して負う引き継ぎにかかる費用（＝受領済	
	 みの受講料から既受講分の受講料〔＝１時間あたりの受講料 ×授	
	 業時間〕を控除した額）および転校先のＲＴＡ認定講師における	
	 補講料（以下、併せて「ライセンス喪失に伴う転校費用」といい	
	 ます）	を負担するものとします。なお負担する額は、現実に受領し	
	 た受講料の額を上限とします。
５	講師が第４項の支払いに応じない場合、受講生は、ＲＴＡに対し	
	 て、転校に伴う費用の立替払いを求めることができるものとしま	
	 す。

第１３条（返金）
１	講師は、次に掲げる場合には、受講者に対し、交付済みの本教材	
	 等がすべて返却されることを条件として、受領済みの受講料から	
	 既受講分の受講料および事務手数料２０００円を控除した額を返	
	 金します（受講契約が締結された日から以下の事由が発生するま	
	 での期間の受講料に未納がある場合には不足分および事務手数料	
	 ２０００円をお支払いいただきます）。
	 ①第１条１項の条件を満たさず受講契約が成立しなかった場合
	 ②事後に講師から承諾を取消された場合
	 ③第１１条１項１号に該当する場合
２	第１項の返金について、講師は、受講者が指定する銀行口座に振	
	 り込む方法にて速やかに支払うものとします。

第１４条（受講期間）
１	受講期間は、同契約が締結された日から２年間とします。
２	受講者は、前項の期間内にすべての授業を受講するものとします。
３	第１項の期間内にすべての授業を受講していない場合、受講者は、	
	 未受講分の授業時間に応じた補講料を支払うことにより、未受講	
	 分の授業を受講することができます。
４	第１３条の規定にかかわらず、第１項の期間経過後の退学につい	
	 ては、未受講分がある場合でも、講師は返金義務を負わないもの	
	 します。

第１５条（秘密保持）
受講者は、本講座の内容、その他本講座の受講を通じて知ったＲＴＡ
および講師の技術上又は営業上の情報並びに他者の個人情報およびプ
ライバシー情報を厳に秘密として保持し、これらの情報を使用し、又
は第三者に開示又は漏洩してはならなりません。

第１６条（禁止事項）

１	受講者は、次に掲げる事項を行ってはなりません。
	 ①講師、他の受講者、RTA会員、その他の関係者に対するマルチ	
	 	 レベルマーケティング、ネットワークマーケティング、連鎖販	
	 	 売取引への勧誘、宗教活動への勧誘その他の勧誘又は営業行為
	 ②本講座の録音、録画、撮影（別途講師が許可する場合を除きます）
	 ③他の受講者に対する嫌がらせ、その他の迷惑行為
	 ④講師に対する虚偽の申告、講師の指示に反する行為、その他、	
	 	 本講座の運営を妨げる行為
	 ⑤ＲＴＡおよび講師の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵	
	 	 害する行為
	 ⑥ＲＴＡ、講師、他の受講者およびその他の関係者の名誉又は信	
	 	 用を毀損し、又は誹謗中傷する行為、その他、Ｒ TＡおよび講	
	 	 師の活動を不当に妨害する行為
	 ⑦本規約、法令又は公序良俗に反する行為
	 ⑧その他、前各号に準ずる行為
２	受講者が前項の禁止事項に違反した場合、講師は、受講契約を解	
	 除することができます。なお、この場合、未受講分がある場合で	
	 も、講師は、返金に応じませんので、あらかじめご了承願います。

第１７条（譲渡禁止）
受講者は、講師が別途書面により承諾する場合を除き、受講契約に基
づくいかなる権利（本講座を受講する権利を含みますが、これに限ら
れません）も、第三者に譲渡し、又は相続させることはできません。

第１８条（損害賠償）
受講者は、本規約に違反したことにより、講師、他の受講者、RTA会
員、その他の関係者に何らかの損害を及ぼした場合、当該損害を賠償
する責任を負うものとします。

第１９条（非保証・免責）
１	ＲＴＡおよび講師は、本講座について、その完全性、有用性、	 正	
	 確性、最新性、真実性について、明示的にも黙示的も一切保証し	
	 ません。
２	受講者が、講師の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被っ	
	 た場合であっても、講師は、故意又は重過失による場合を除き、	
	 現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害について、現実に受	
	 領した受講料の額を上限として賠償する責任を負うにとどまり、	
	 間接損害、特別損害、偶発損害、遺失利益について賠償する責任	
	 を負いません。
３	地震、火災、その他のやむを得ない事情による授業の中止等につ	
	 きましては、講師は責任を負いかねますので、あらかじめご了承	
	 願います。

第２０条（準拠法および管轄合意）
１	本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものと	
	 します。
２	本講座又は本規約に関する一切の紛争については、講師の主たる	
	 事務所若しくは営業所又は住所を管轄する簡易裁判所または地方	
	 裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第２１条（協議事項）
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項について
は、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

第２２条（本規約の変更）
講師は、必要に応じていつでも本規約を変更することができるものと
します。改定後の規約は、同規約がＲＴＡのウェブサイトに公開され
た時点で効力を生じるものとします。

附則　２０２２年１月１日　制定施行（２０２4年１２月２８日改定）

RTA認定講座受講規約②




